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■
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
の
更
新
に
つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

平
成　

年　

月
の
法
改
正
に
よ
り
、

１４

１０

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る　
７０

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方
（
既
に
老
人

７４

医
療
受
給
者
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る

方
は
除
く
）
は
、「
国
民
健
康
保
険
高

齢
受
給
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

ま
だ
、
更
新
を
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
と
交
換

い
た
し
ま
す
の
で
、
次
の
も
の
を
持

参
し
て
、
町
民
税
務
課
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

○
持
参
す
る
も
の

・
国
民
健
康
保
険
証

・
現
在
使
用
中
の
高
齢
受
給
者
証

・
印
鑑

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
３
）

■
取
り
壊
し
た
り
、
新
築
・

増
築
し
た
家
屋
等
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？ 

（
町
民
税
務
課
）

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

に
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方

に
か
か
り
ま
す
。
今
年
中
に
家
屋
等

を
取
り
壊
し
た
り
、
新
築
・
増
築
を

予
定
し
て
い
る
方
（
又
は
す
で
に
済

ん
だ
方
）
は
、
早
め
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
１
）

■
個
人
事
業
税
の
定
期
課
税

第
１
期
分
の
納
付
に
つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

８
月
は
個
人
事
業
税
の
定
期
課
税

第
１
期
分
の
納
期
で
す
。
８
月
中
旬

に
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
の

で
、
納
期
限
の
８
月　

日�
ま
で
に

３１

お
近
く
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
又
は

県
税
事
務
所
の
窓
口
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
口
座
振
替
を
申
し

込
ま
れ
て
い
る
方
は
、
口
座
の
残
高

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
た
に
口
座
振
替
に
よ
る

納
税
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
お
取

引
の
金
融
機
関
（
郵
便
局
は
除
く
）

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
県
税
事
務
所
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

境
県
税
事
務
所 
課
税
課

　
�
　

１
１
２
０�

（８７）

■
今
年
度
金
婚
式
（
入
籍　
５０

年
目
）
を
迎
え
る
方
へ 

（
健
康
福
祉
課
）

　

９
月　

日�
敬
老
の
日
に
高
齢
者

１７

福
祉
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
今
年
度
入
籍　

年
目

５０

を
迎
え
ら
れ
る
ご
夫
婦
を
お
祝
い
し

ま
す
の
で
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
対
象
者

今
年
度
金
婚
（
入
籍　

年
目
）
を

５０

迎
え
ら
れ
る
ご
夫
婦
（
昭
和　

年
３２

４
月
１
日
か
ら
昭
和　

年
３
月　

３３

３１

日
ま
で
に
入
籍
の
ご
夫
婦
）

○
お
申
し
込
み
期
限

　

８
月　

日�
１７

○
注　

意

五
霞
町
に
本
籍
地
が
な
い
方
は
、

戸
籍
謄
本
（
婚
姻
期
日
が
明
記
さ

れ
て
い
る
も
の
）
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課
窓
口
に
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

高
齢
者
支
援
Ｇ
（
内
線
２
３
９
）

■
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事

業
の
お
知
ら
せ 
（
健
康
福
祉
課
）

　

子
育
て
に
つ
い
て
、
不
安
や
悩
み

を
お
持
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

本
事
業
で
は
、
町
が
指
定
す
る
保

育
所
に
お
い
て
、
専
任
職
員
を
配
置

し
て
実
施
し
て
い
る
親
子
教
室
や
育

児
相
談
な
ど
の
取
り
組
み
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

　

月
ご
と
に
楽
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
子
さ
ん

の
集
団
遊
び
の
場
に
、
子
育
て
仲
間

の
出
会
い
の
場
に
、
皆
さ
ん
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、
各
保
育
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
ひ
よ
こ
ク
ラ
ブ
】

○
日  
時

　

９
月　

日�
２８

　

①
午
前　

時　

分
か
ら

１０

１５

　

②
午
前　

時　

分
か
ら

１１

１５

○
実
施
場
所

　

五
霞
保
育
園
ホ
ー
ル

○
対  
象

　

未
就
園
児
と
親

○
持
ち
物

上
履
（
親
と
子
）、
飲
み
物
（
水
筒
）

汗
拭
き
タ
オ
ル

○
服  
装

　

運
動
し
や
す
い
服
装

○
参
加
費　

無　

料

※
９
時　

分
か
ら
受
付
を
し
ま
す
。

４５

当
日
は
直
接
、
保
育
園
ホ
ー
ル
前

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

  
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
�
　

３
７
８
８

（８４）

【
た
ん
ぽ
ぽ
ク
ラ
ブ
】

○
日  
時

　

①
毎
週
月
曜
日　

午
前
９
時
か
ら

　

②
毎
週
水
曜
日　

午
前
９
時
か
ら

○
実
施
場
所

　

五
霞
第
一
幼
稚
園

○
対  
象

　

①
０
歳
〜
１
歳
の
未
就
園
児
と
親

　

②
２
歳
以
上
の
未
就
園
児
と
親

○
持
ち
物

　

上
履
（
親
と
子
）、
汗
拭
き
タ
オ
ル

○
服  
装

　

運
動
し
や
す
い
服
装

○
参
加
費　

無　

料

○
お
問
い
合
わ
せ

  
た
ん
ぽ
ぽ
ク
ラ
ブ
事
務
局

　
�
　

０
７
６
２

（８４）

■
ご
存
じ
で
す
か 

児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童

扶
養
手
当 

（
健
康
福
祉
課
）

【
児
童
扶
養
手
当
】

　

父
親
と
生
計
を
と
も
に
し
て
い
な

い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
対
し
、

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

○
支
給
の
対
象
と
な
る
児
童

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

・
父
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
が
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

児
童

・
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

・
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
し

て
い
る
児
童

・
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
刑
務
所

等
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ

た
児
童

・
母
が
児
童
を
懐
胎
し
た
当
時
の
事

情
が
不
明
で
あ
る
児
童

※
た
だ
し
、
公
的
年
金
（
例
え
ば
障

害
者
年
金
や
遺
族
年
金
）
及
び
遺

族
補
償
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
等
の
場
合
に
は
手
当
を
受
け
る

資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

○
手
当
の
額

月
額　

４
１，

７
２
０
円
（
対
象

児
童
一
人　

全
部
支
給
の
場
合
）

児
童
数
に
よ
り
加
算
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
受
給
資
格
者
及
び
同
居
の

家
族
等
の
所
得
に
よ
り
手
当
の
一

部
又
は
全
部
の
支
給
が
制
限
さ
れ

※広告募集中！ ごかのお知らせページの最下段に掲載されます。


